
仕  様  書 

 

在宅酸素療法の用に供する酸素供給装置の賃貸借（保守点検業務を含む。）は、下記の事項に従い善良なる管理

者の注意をもって誠実に実施するものとする。 

 なお、本仕様書に記載された内容は基本的内容を定めたものであり、本仕様書に記載されていない事項であっ

ても、賃貸人が提供できる最大限のサービスを供給するものとし、本契約に基づき賃貸人が提供するサービスの

内容が、賃貸人が他で実施する在宅酸素療法サービスの内容を下回るものであってはならない。 

 

１ 本契約の対象物件 

  原則として、東部医療センター又は西部医療センター（以下、「病院」という。）が行う在宅酸素療法を新たに開始す

る患者が使用する物件を本契約の対象物件とする。ただし、病院が必要と認めた場合は、契約開始日において既に

在宅酸素療法を実施している患者が使用する酸素濃縮器等を交換する場合に新たに使用することとなる物件等につ

いても、本契約の対象物件とするものとする。また、新たに在宅酸素療法を開始する患者が使用する物件であって

も、治療等の必要性から、本契約の対象外となることもある。 

 

２ 賃貸借物件内容 

賃貸借物件は、酸素濃縮器、携帯用酸素ボンベのほか、在宅酸素療法に必要な一切の酸素供給装置（呼吸同

調酸素供給調節器、フィルター、鼻カヌラ、延長チューブ、流量計、加湿器、カート、緊急用酸素ボンベその

他必要とする全ての装置構成品、付属品、消耗品を含む。）（以下賃貸借物件全体を「本装置」と総称する。）と

する。酸素濃縮器については、医師の処方に従い、酸素流量の設定が毎分 2Ｌタイプ、3Ｌタイプ、5Ｌタイプ

及び7Ｌタイプの薬事法（昭和 35 年法律 145 号）の承認を受けている機器をそれぞれ用意し、賃貸すること。 

 

３ 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。 

   

４ 賃貸借予定台数 

  192台（１か月あたりの賃貸借台数の契約期間全体の累計） 

  内訳は、東部医療センター 96台、西部医療センター 96台と見込んでいる。 

ただし、予定台数は概算数量であり、この台数を保証するものではないことに注意すること。 

   

５ 賃借料 

本装置の保守点検業務を含む本装置の賃借の対価として病院が支払う賃借料には、本装置の賃借料、本装置

の設置及び回収に必要な経費、保守点検に必要な一切の費用、付帯サービスに必要な一切の費用並びにその他

業務に必要な一切の費用を含むものであり、本装置を使用して在宅酸素療法を実施する患者（以下「使用患者」

という。）からの費用徴収は行わないものとする。ただし、故障の原因が病院又は使用患者の責に帰する場合に

は、賃貸人は有償で保守点検等の作業を行うものとする。 

 

６ 設置場所 

  病院が指定する場所 

 

７ 業務 

 (1)本装置の設置 

① 病院は、本装置を設置しようとする時は、あらかじめ賃貸人に通知するものとする。 



   ② 賃貸人は、通知により注文を受けた時は、病院の指示する本装置一式を遅滞なく設置場所に設置し、

試運転を必ず行うものとする。 

③ 賃貸人は、本装置の設置の際バックアップとして、酸素ボンベ（1500 ㍑を基準とする。）及び吸入セ

ットを併せて配備するものとする。 

④ 搬入・設置・試運転は必ず使用患者本人の立会いのもとに実施すること。ただし、入院等の理由により使用

患者本人による立会いが困難な場合には、使用患者の家族等、使用患者の了承する使用患者の親族等の立

会いのもとで実施することができる。 

⑤ 賃貸人は、本装置の設置に当たっては、使用患者に使用方法、緊急時・故障時の連絡方法等について

十分に説明すること。使用方法の説明は、使用患者の十分な理解が可能となるよう、平易な文章で記載され

た印刷物を利用すること。なお、連絡先等は本装置又はその周辺に分かりやすく貼付又は掲示するものと

する。 

⑥ 賃貸人は、本装置の発注を受けた後、使用患者及び病院と相談し、取扱説明の日程調整を行うこと。説明は

本装置の設置場所だけでなく、必要があれば院内でも行うものとする。 

⑦ 賃貸人は、設置を完了した時は、使用患者から本装置を引き渡したことが確認できる書面に押印を得

て病院に提出するものとし、賃貸人はその写しを保管するものとする。 

 

 (2)携帯用酸素ボンベの配送等 

① 使用患者から、携帯用酸素ボンベの依頼があった場合は、賃貸人は迅速に配送・交換を行うものとし、

ボンベの使用本数に制限を設けてはならない。 

② 携帯用酸素ボンベは、常時使用患者宅に予備を配置し、必要時に支障なく使用できるようにするもの

とする。 

 

 (3)保守点検 

   ① 賃貸人は、本装置の機能及び構造等の有効性・安全性の確保を目的として、薬事法第63条の2に規定する

添付文書にて記載される、当該本装置の保守点検に係る事項を、適切かつ確実に実施しなければならない。 

   ② 保守点検に係る人員・施設設備・業務運営体制については、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号。

以下「施行規則」という。）第 9 条の 12 に規定する医療機器の保守点検に関する業務委託に係る項目に合致し

た体制を確保すること。 

   ③ 賃貸人は、病院に対し、医療機器の保守点検業務及び修理業務の実施体制の確認のため、契約締結後速

やかに、施行規則第 9条の 12第 3号及び第 4号に規定する標準作業書及び業務案内書（以下「作業書等」と

いう。）を提出すること。 

   ④ 賃貸人は、上記（１）⑤に規定する取扱説明の際に、保守点検の時期及び内容を一覧表にして使用患者に

提出すること。保守点検は、事前に使用患者に時間及び作業員数等を連絡し、了解を得た上で実施すること。

なお、保守点検終了後は速やかに、使用患者の確認印のある保守点検報告書を病院に提出すること。 

⑤ 賃貸人は、本装置の設置完了後少なくとも１か月に1度の定期点検を行い、常に最良の状態を保つと

ともに定期点検完了の都度、完了届に使用患者の押印を得て病院に提出するものとする。また、基盤の

交換を機種によって定められた使用時間ごとに行うこと。携帯用酸素ボンベ（緊急用酸素ボンベを含む。）

については、前記定期点検に加え、配送の都度保守点検を行うものとする。 

⑥ 外出・外泊時等も含めて本装置の故障、停電等への緊急対応を行うこと。 

⑦ 点検のため本装置を引き上げる必要がある場合は、賃貸人は代替装置を準備するものとする。 

 

 (4)緊急時対応 

   ① 本装置の急な故障や異常等の緊急時に迅速に対応できるように、24時間365日、コールセンターなど

に対応者を常時配置（留守番電話での対応は不可とする。）し、適切に対応できる担当者に確実に連絡



できるシステムを整備していること。使用患者から故障等の連絡があった場合は、賃貸人は直ちに訪問

し、代替機等を設置した上で、必要な修理・調整を行うものとする。 

   ② 修理を完了した時は、賃貸人は使用患者から完了を認めることを証する書面に押印を得た後、その書

面を病院に提出し、その写しを保管するものとする。 

 

 (5)災害対策 

① 災害が起こった場合にも、使用患者が在宅酸素療法を行うのに支障がないように対応すること。 

② 社内緊急対応マニュアル、使用患者への災害対策パンフレットが作成されていること。 

 

 (6)業務体制 

   ① 賃貸人は、天変地変その他の事情により業務の遂行ができなくなった場合においても、他の事業者等

によって支障なく本業務が円滑に実施されるよう業務代行体制を整備しなければならない。 

   ② スタッフが疾患・症状・治療法及び本装置等について十分な教育を受けていること。 

   ③ 本装置の所在及び履歴がコンピュータによって管理されていること。 

   ④ 賃貸人は、本装置の保守管理に必要な従業員等を確保しなければならない。賃貸人は、やむなく業務

を変更しようとするときは、あらかじめ賃借人及び使用患者に通知するとともに、業務の低下を招かな

いように配慮すること。また、賃貸人は、従業員に対し、随時、研修訓練を行うこと。 

 

 (7)消耗品供給 

フィルター、鼻カヌラ及び延長チューブ等の消耗品については、定期保守点検時に交換し、必要補充する

こと。また、使用患者から要求があった場合は交換に制限を設けないこと。 

 

 (8)付帯サービス 

① 在宅酸素療法を開始するに当たって、使用患者が入院中に本装置の使用方法を習得するために必要な

場合は、賃貸人は病院の求めに応じて本装置の貸出しを行うものとする。 

② 旅行支援サービスは全国対応可能であること。 

③ 使用患者が住所または設置場所を変更する際、使用患者より本装置の配送依頼があった場合、賃貸人

は使用患者の指定する設置場所へ本装置の配送および設置をおこなうこと。 

 

 (9)本装置の移転及び使用中止 

① 病院は、使用患者が住所又は設置場所を変更しようとする時は、あらかじめ当該使用患者から賃貸人

に通知させるものとする。 

② 使用患者が病院の指示等により本装置の使用を中止した場合は、賃貸人は通知に基づき本装置を回収

するものとする。 

③ 本装置の更新が必要な場合は、賃貸人は、病院の承認を得た上で、速やかに更新装置を使用患者宅へ

設置し、既存の装置を、責任を持って回収すること。 

 

(10)所有権侵害等の禁止 

① 賃借人は、本装置の所有権が賃貸人に属するものであることから、第三者が本装置に対する権利の主

張又は強制執行の申立て等をしようとした場合は直ちに賃貸人にその旨を通知し、賃貸人の指示に従う

ものとする。 

②  賃借人は、本契約に基づく本装置の賃借権を譲渡し、又は担保に供することができない。 

③  賃借人は、賃貸人の事前の了解なしに使用患者以外の者に本装置を使用させてはならない。 

 



 (11)賃借人の注意義務 

① 賃借人は、使用患者に対し、主治医の処方に沿って、本来の用法に従い善良なる管理者の注意をもっ

て本装置を使用するよう指導する。 

② 賃借人及び使用患者は、賃貸人に無断で本装置の改造、変更等をしてはならない。 

③ 賃借人及び使用患者は、自己の責任において本装置を使用するものとする。 

④ 賃借人は、停電等による本装置の作動停止時の対応について、あらかじめ使用患者に対し適切な指導及び

指示を行うものとする。 

 

 (12)動産保険 

① 賃貸人は、本装置に対し、賃貸人の負担で賃貸人を被保険者とする動産総合保険を付するものとする。 

② 賃借人又は使用患者の故意又は過失により本装置が破損した場合、それによる賃貸人の損害が前項に定め

る動産総合保険で補填されている限りにおいて、賃借人及び使用患者は賃貸人に対してその責を負わないも

のとする。 

 

 (13)賠償責任 

賃貸人の責に帰すべき事由による事故等により、賃借人又は使用患者に損害が生じた場合、賃貸人はその賠

償責任を負うものとする。 

 

(14)検査の方法 

賃貸人は、毎月、本装置ごとに賃貸した期間を明記した書類を提出すること。その書類を基に病院が指

定する検査員は、使用患者の受診状況等を確認の上、検査を行うものとする。 

 

(15)支払い方法 

   ① 賃貸人は、賃借人に対し1か月を単位として賃借料を請求し、賃借人は、適法な請求書を受理した日

の、翌月末日に賃貸人に支払うものとする。 

   ② 本装置の賃借開始が月の途中であっても当該月の賃借料は1か月分全額とし、月の途中で賃借終了の

場合は当該月の賃借料は無償とする。ただし、賃借を開始し、同一月にその賃借を終了した場合は、当

該月の賃借料は1か月分全額とする。 

   ③ 診療報酬点数表の改正等により賃借料の金額変更が必要となった場合は、賃借人と賃貸人が協議する

ものとする。 

 

(16)妨害又は不当要求に対する届出義務 

① 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不法な行為等で、業務履行の障

害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がな

いにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認め

られないものをいう。）を受けた場合は、本学へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。 

② 受託者が前項に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前号の報告又は被害届の提出を

行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。 

 

(17)その他 

   ① 取扱説明等の事由により院内に立ち入る際には、賃貸人は身分を明らかにするため、身分証を携行し、病

院職員より求められた場合には当該身分証を提示すること。 

②  賃貸人は別紙「障害者差別解消に関する特記仕様書」、「情報取扱注意項目」及び「グリーン配送に関す

る特記仕様書」について遵守すること。 



③  その他、本契約書に記載のない事項については、その都度病院職員と協議の上、円滑に実施すること。 

 

 



（別紙）



（別紙）



（別紙）




